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I 申請準備～申請～証明までの流れ 
  この手引きは、三重県知事所轄学校法人のうち、個人からの寄附金について税額控除制度が適

用される対象法人となることを希望する法人の方が、所轄庁（三重県知事）の証明を受けるために

必要な申請作業内容を御案内しています。 

  手続きの流れは、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

                   

満たしうる要件を選択し、それぞれに必要な準備を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

税額控除制度の概要・要件について御確認下さい。 

⇒ 税額控除制度について(P2) 

⇒ 法人に求められる要件について(P4) 

＜絶対値要件（要件 1）＞の場合 

(その 1）寄附者名簿の作成 (P12)  

(その 2)絶対値要件（要件 1）チェック表の作成 

       (P14) 

 

＜相対値要件（要件 2）＞の場合 

（その 1）寄附者名簿の作成 (P15) 

（その 2）必要項目の数値の確認 (P16) 

（その 3）相対値要件（要件 2）チェック表の作成

（Ｐ18） 

 

申請書類を準備し、かがみ文書に必要事項を記入し

て下さい。 

⇒ ＜絶対値要件（要件 1）＞ 

・＜相対値要件（要件 2）＞に共通の作業 （P19） 
 

申請する（P20） 
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II 総論 
１. 税額控除制度について 
（１）概要 

・ 平成 23 年度の税制改正において、租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）が改正されたことに

伴い、一定の要件を満たした学校法人へ個人が寄附金を支出した場合に適用される税額控除制度

が創設されました。 

・ 本制度は、寄附者の所得税率に関係なく、一律に寄附金額の 4 割を所得税額から控除する制度で

す。寄附者の所得税率により控除額が決定される所得控除制度に比べ、少額の寄附者への減税効

果が高いことが特徴です。 

・ 税額控除制度の利用により、個人の減税効果が高まる結果、学校法人にとっては、新たに寄附者

が増えることにより、教育研究活動のための寄附金収入の増加が見込まれます。制度の利用を積

極的に検討ください。 

・ なお、所得控除制度と税額控除制度のうち、寄附者（納税者）の選択により、有利な制度を選択する

ことが認められています。 

◇所得控除 

 各寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定 

 

 各寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定。 

 

 

 

 

 

例 

 

 

 

 

◇税額控除 

 各寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得金額 

（年収） 
― 諸控除 

（扶養控除等） 
× 

税
率 

5% 

10% 

20% 

23% 

33% 

40％ 

45% 

 

＝ 

所得税額 

（寄附金－2000円）×40％ 

年収 300万円の寄附者が

1 万円を寄付した場合 

税率に関わりなく 8,000×40% 

＝3,200 円を控除 

所得金額 

（年収） 
― 

諸控除（扶養控除等） 

× 
税
率 

＝ 

所得税額 

控除額 

控除 

年収 300万円の寄附者が

1 万円を寄付した場合 

8,000×5%＝ 

400 円を控除 

（寄附金－2,000 円） 

所得に応じた税率を

乗じて控除額を決定 

10,000-2,000 

＝8,000円 

税率５％ 

（平均的な世帯の諸控除額を想定） 

5% 

10% 

20% 

23% 

33% 

40% 

45％ 
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（２）具体の税額控除額の算出式 

   個人が支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算

式により算出された額が、所得税額から控除されます。 

 

 

 

 

 

 

※1 税額控除対象寄附金：税額控除対象法人への寄附金額 

   注：寄附金支出額が、総所得金額等の 40％に相当する金額を超える場合には、40％に相当す

る額が税額控除対象寄附金となります。 

※2 控除対象額は、所得税額の 25％を限度とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この額が、所得税額

から控除されます。 
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２. 法人に求められる要件について 
（１）総論 

   実績判定期間において、以下の 2つの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。 

＜要件 1＞ 

3,000円以上の寄附金を支出した者（判定基準寄附者数）が平均して年に 100人以上いて、

かつ、寄附金額が年平均 30 万円以上あること。 

     ただし、以下の①、②のいずれかの場合には、＜要件 1＞をそれぞれ①、②のとおり緩和。 

（①、②のいずれにも該当する場合は、いずれか多い判定基準寄附者数を利用。） 

 

① 実績判定期間内に、設置する学校等の定員等の総数が 5,000人未満の事業年度が 

ある場合、当該事業年度の判定基準寄附者数は次のとおり計算して 100人以上いること。 

判定基準寄附者数 =
実際の寄附者数 × 5,000

定員等の総数(当該定員等の総数が 500 未満の場合は 500)
 

（租税特別措置法施行令第 26条の 28の 2第 1項第 2号イ（2）（ⅰ）の要件） 

 

② 実績判定期間内に、公益目的事業費用等の額の合計額が 1億円未満の事業年度が 

ある場合、当該事業年度の判定基準寄附者数は次のとおり計算して 100人以上いること。 

 

判定基準寄附者数 =
実際の寄附者数 × 1 億

公益目的事業費用等の額の合計額(当該事業費用の合計額が 1 千万円未満の場合は 1 千万)
 

（租税特別措置法施行令第 26条の 28の 2第 1項第 2号イ（2）（ⅱ）の要件） 

 

＜要件 2＞ 

経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が、1/5 以上であること。 

（租税特別措置法施行令第 26条の 28 の 2第 1項第 2号イ（1）の要件） 

 

（２）実績判定期間 

申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の 5 年間。各事業年度のうち、最も古い事業年度

開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを指します。   

＜ex.4/1～3/31が事業年度の法人＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3.5.1 

実績判定期間 

R3.3.31 H28.4.1 

申請日 
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（３）設置する学校等の定員等の総数 

①「設置する学校等の定員等の総数」の「設置する学校等」とは、次に掲げる施設を指します。 

ア 学校（学校教育法第１条に規定する学校・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園・学校教育法第 124条に

規定する専修学校で所得税施行規則第 40条の９第１項で定めるもの・学校教育法第 134条に規定

する各種学校で所得税施行規則第 40条の９第２項で定めるもの 

イ 障害児通所支援事業（児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等でサービスを行う事業 

に限る）、児童自立生活援助事業が行われる施設、・放課後児童健全育成事業が行われる施設、小

規模住居型児童養育事業又は小規模保育事業が行われる施設 

ウ 乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入

所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 所得税法施行規則（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十一号）  

第四十条の九  令第二百十七条第四号（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）に規定する財務省令で定

める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百

二十四条（専修学校）に規定する専修学校とする。  

一  学校教育法第百二十五条第一項（専修学校の課程）に規定する高等課程でその修業期間（普通科、専

攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの

課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。）を通ずる授業時間数が二千時間以上である

もの  

二  学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百

時間以上であるもの  

2  令第二百十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により

施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項（各種学校）に規定する各種学校であつ

て、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。  

 

＜実績判定期間について＞ 

① 設立後間もなく、活動実績が５年に満たない法人は、法人設立の日から直前に終了した事業年

度終了日までが実績判定期間となります。 

② 学校法人が分割により 2法人となった場合、旧学校法人の法人格を承継した新学校法人は、旧

学校法人の事業年度もあわせて実績判定期間として申請することができます。一方、分割によ

り新たに設立された新学校法人については、当該新学校法人の設立の日以降の事業年度から

実績判定期間を計算します。（①の新設の学校法人と同様に、実績判定期間が５年未満であっ

ても、設立の日から直前の事業年度までを実績判定期間として構いません。） 

③ 準学校法人から学校法人への変更認可を受けた場合、学校法人の設立の日以降の事業年度

から実績判定期間を計算します。（①の新設の学校法人と同様に、実績判定期間が５年未満で

あっても、設立の日から直前の事業年度までを実績判定期間として構いません。） 
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②「定員等」とは、収容定員、利用定員、入所定員その他これらに類するものとして財務省令

で定めるもの（児童福祉法施行規則第 1条の 17第 3号に掲げる委託児童の定員及び同令第 36

条の 12第 3号に掲げる入居定員）をいいます。 

 

③ 定員等の総数の算定にあたり、複数の学校等（収益事業や付随事業として保育所等の運営を行っ

ている場合を含む)を設置している場合においては，各学校等の定員等の数を合計して算定します。 

 

④ 定員等の総数は学校法人の事業年度に対応する学校等の事業年度の数によりますが、学校等の

開校の前年度に学校法人の設立認可と学校等の設置認可を受け、学校法人の設立の登記がなさ

れている場合に限り、当該年度における定員等の総数は、設置認可を受けている学校等の定員等

の総数とすることができます。 

 

(４) 公益目的事業費用等 

私立学校法第 26条第３項に規定する私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業に係

る費用（租税特別措置法施行令第 26条の 28の２第６項第６号）を指します。事業規模をより正確に反

映させるため、臨時偶発的なものを除いた経常費用を指します。 

具体的には、学校法人会計基準（昭和 46年文部省令第 18号）第 15条に規定する事業活動収支計

算のうち、教育活動に係る支出及び教育研究活動以外の経常的な活動に係る支出の決算額の合計

額を指します。 

 

(５)＜絶対値要件（要件 1）＞ 

3,000円以上の寄附金を支出した者（判定基準寄附者数）が、平均して年に 100人以上いて、かつ、

寄附金額が年平均 30万円以上あること。 

ただし、以下の①、②のいずれかの場合には、＜要件 1＞をそれぞれ①、②のとおり緩和。（①、②

のいずれにも該当する場合は、いずれか多い判定基準寄付者数を利用。） 

 

① 実績判定期間内に、設置する学校等の定員等の総数が 5,000 人未満の事業年度がある場合、当

該事業年度の判定基準寄附者数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。 

(ア)  判定基準寄附者数 =
実際の寄附者数×5,000

定員等の総数(当該定員等の総数が 500 未満の場合は 500)
 

(イ) 寄附金額が年平均 30 万円以上 

 

② 実績判定期間内に、公益目的事業費用等の額の合計額が 1 億円未満の事業年度がある場合、

当該事業年度の判定基準寄附者数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。 

(ア) 判定基準寄附者数 =
実際の寄附者数×1 億

公益目的事業費用等の額の合計額(当該事業費用の合計額が 1 千万円未満の場合は 1 千万)
 

 (イ)寄附金額が年平均 30万円以上 

この要件は、各法人で作成・保存されている「寄附者名簿」をもとに判定されます。 

なお、要件の判定にあたっては、以下の点にご注意ください。 
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＜「年平均 100人以上」「年平均 30万円以上」の要件について＞ 

①全事業年度で要件を満たしていなくても、5事業年度の平均 100人以上で要件を満たします。 

②活動実績が 5 年に満たない法人は、法人設立の日から直前に終了した事業年度終了日までが

実績判定期間となります。実績判定期間内の寄附者数が年平均 100 人以上、寄附金額が年平

均 30万以上であれば、要件を満たします。 

＜実績判定期間内に、定員等の総数が 5000 人未満の事業年度がある法人＞ 

実績判定期間のうち、定員等の総数が 5000 人未満の事業年度については、当該事業年度の判

定基準寄附者数は、次のとおり計算します。 

  判定基準寄附者数 =
実際の寄附者数×5000

定員等の総数(当該定員等の総数が 500 未満の場合は 500)
 

例） 

 1 事業年度目 2事業年度目 3事業年度目 4事業年度目 5事業年度目 

定員等の総数 5000人 5000人 2500人 2500 人 2500人 

実際の寄附者数(※1) 100人 100人 50人 60人 40人 

判定基準寄附者数 100人 100人 100人 120 人 80人 

寄附金額(※2) 40万円 40万円 20万円 30万円 20万円 

上記の例の場合、判定基準寄附者数については(100＋100＋100＋120＋80)÷5＝100 と、年平

均 100 人の寄附者数が確保され、寄附金額については(40＋40＋20＋30＋20)÷5=30 と、年平均

30 万円の寄附がある為、要件を満たします。 

＜実績判定期間内に公益目的事業費用等の額の合計額が 1億円未満の事業年度がある法人＞ 

実績判定期間内のうち、公益目的事業費用等の額の合計額が 1 億円未満の事業年度につい

ては、当該会計年度の判定基準寄附者数は、次のとおり計算します。 

判定基準寄附者数 =
実際の寄附者数 × 1 億

公益目的事業費用等の額の合計額(当該事業費用の合計額が 1 千万円未満の場合は 1 千万)
 

例） 

 1 事業年度目 2事業年度目 3事業年度目 4事業年度目 5事業年度目 

公益目的事業費用等 

の額の合計額 

1億円 5000万円 5000万円 1億円 5000万円 

実際の寄附者数(※1) 100人 100人 50人 60人 40人 

判定基準寄附者数 100人 200人 100人 60人 80人 

寄附金額(※2) 40万円 40万円 20万円 30万円 20万円 

上記の例の場合、判定基準寄附者数については（100＋200＋100＋60+80）÷５＝108 と、年平均

100 人の寄附者数が確保され、寄附金額については(40＋40＋20＋30＋20)÷5=30 と、年平均 30

万円の寄附がある為、要件を満たします。 
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※1 実際の寄附者数とは、P13 の「寄附件数等のカウントについて」において、カウント出来るとされて

いる寄附金を支出した者の事です。主に、学校法人に対する寄附者のうち、氏名または名称及びそ

の住所又は主たる事務所の所在地が明らかであり、かつ同一事業年度に 3000円以上の寄附金を支

出した者をいいますが、詳細は P13をご参照下さい。 

※2 寄附金額とは、※1 の「実際の寄附者数」に含まれる寄附者が支出した寄附金の合計をいいま

す。 

  

＜実績判定期間内に、定員等の総数が 5000 人未満の事業年度が無い法人であって、公

益目的事業費用等の額の合計額が 1億円未満の事業年度が無い法人＞ 

実績判定期間内の判定基準寄附者数は、実際の寄附者数（※1）となります。 

例） 

 1 事業年度目 2事業年度目 3事業年度目 4事業年度目 5事業年度目 

定員等の総数 6000人 6000人 6000人 6000 人 8000人 

判定基準寄附者数 

（実際の寄附者数）（※1） 

100人 80人 90人 100 人 130人 

上記の例の場合、判定基準寄附者数については(100＋80＋90＋100＋130)÷5＝100 と、年平均

100 人の寄附者数が確保されている為、要件を満たします。 

＜実績判定期間内に、定員等の総数が 5000 人未満の事業年度と、公益目的事業費用等

の額の合計額が 1 億円未満の事業年度が両方ある法人＞ 

それぞれ上記２例のとおり計算し、いずれか多い方を判定基準寄附者数とします。 

例） 

 1事業年度目 2事業年度目 3事業年度目 4事業年度目 5事業年度目 

定員等の総数 4000人 4000人 4000人 2000 人 2000人 

公益目的事業費用等 

の額の合計額 

5000万円 5000万円 5000万円 6000万円 6000万円 

実際の寄附者数(※1) 50人 50人 50人 50人 50人 

判定基準寄付者数 100人 100人 100人 125 人 125人 

寄付金額（※2） 40万円 40万円 20万円 30万円 20万円 

上記の例の場合、判定基準寄附者数については(100＋100＋100＋125＋125)÷5＝110 と、年平均

100 人の寄附者数が確保され、寄附金額については(40＋40＋20＋30＋20)÷5=30 と、年平均 30

万円の寄附がある為、要件を満たします。 
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（６）＜相対値要件（要件 2）＞経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が、1/5以上であること。 

 実績判定期間における合計値について、以下の数式にあてはめます。 

 

※1：一者当たりの基準限度額超過額について 

同一の者からの寄附金の合計額のうち、受入寄附総額の 1/10（特定公益増進法人・NPO 法人か

らの寄附については 5/10）を超える部分の金額を指します。 

 

※2 国等からの補助金等について 

判定において、総収入金額から国等からの補助金等の額を除くため、⑴⑵のうち、いずれかの処

理を行います。⑴⑵は任意で選択可能です。 

⑴ 受入寄附金総額（分子）へ加算 

⑵ 総収入金額（分母）から控除 

 

※3 「等」とは、以下の項目を言います。 

○ 法令又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払

うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分 

○ 遺贈により受け入れられた寄附金のうち、一者当たりの基準限度額に相当する部分 

○ 同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が 1,000 円に満たないもの 

○ 寄附者の氏名又は名称が明らかでないもの  

受入寄附金総額 

総収入金額 

・一者当たりの基準限度額超過額（※1） 

・一者から計1,000円未満の寄附金 

・氏名等不詳の寄附金 

国等からの補助金等 

（※2） 

・国等からの補助金等（※2） 

・委託による支出            等（※3） 

・➂臨時的な資産売却収入         

＞ 

 
＝ 

1 

５ 
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（７）情報公開の要件（閲覧に供する義務） 

○ 税額控除対象法人となった後は、以下の書類を主たる事務所に備え付け、閲覧の請求があった場

合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供する必要があります。（租税特別措置法施行令第 26

条の 28の 2第 1項第 2号ロ） 

※事業年度ごとに作成される⑶⑸⑹⑺については、直近の事業年度分を閲覧に供すれば足ります。 

 

【事務所への備え付け及び請求があった場合に閲覧に供する必要がある書類】 

⑴ 寄附行為（私立学校法第 30条第 1項） 

⑵ 役員の氏名・役職を記載した名簿（私立学校法第 35 条第 1項） 

⑶ 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、監査報告書(私立学校法第 47条第 2項) 

⑷ 役員・従業員給与支給規程 

※非常勤職員も含め、原則すべて公開 

⑸ 寄附者に関する事項 [寄附金支出者の氏名、寄附金額、受領年月日] 

※①役員、②役員と親族関係を有する者、➂役員と特殊の関係にある者からの一事業年度におけ

る受入寄附金の合計額が 20万円である場合 

⑹ 支出した寄附金の額、相手先、支出年月日 

⑺ 寄附金を充当する予定の具体的な事業内容を記載した書類 

 

○ また、実績判定期間内の日を含む事業年度ごとに寄附者名簿を作成し、各事業年度終了の日の

翌日以後 3 ヶ月までの間に主たる事務所の所在地に備え置き、5 年間保存しなければなりません。

（租税特別措置法施行令第 26 条の 28 の 2 第 1 項第 2 号ハ及び租税特別措置法施行規則第 19

条の 10の 5第 4項） 

○ なお、証明書申請の際に作成した寄附者名簿を、本寄附者名簿とする事も可能ですが、証明を受

けた翌事業年度からは、新しい寄附者名簿を作成する必要があります。
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① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

III  申請作業内容 

1． 申請～証明までの全体像 
○ 税額控除対象法人になるためには、所轄庁（三重県）から、租税特別措置法等に定められている

要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。 

○ 証明書の有効期間は、証明を受けた日から 5年間です。 

○ 5 年の有効期間内は、原則として、税額控除に係る新たな書類の提出は不要です。新しい理事長

が選任された際も、新たな手続きは不要です。 

○ 法人本部の場所や設置する学校の変更等により所轄庁が変更になる場合には、新しい所轄庁か

ら証明書を再度発行する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人 三重県知事 

＜申請書類の提出＞ 

・かがみ文書 

・寄附者名簿 

・チェック表    等 

＜証明書の発行＞ 

寄附者 

＜寄附＞ ＜手交＞ 

・領収書 

・証明書の写し 

＜確定申告＞ 

領収書、証明書の写しを添付 

税務署 
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2. 申請に先立つ準備 
（１）＜絶対値要件（要件 1）＞の場合：（その 1）寄附者名簿の作成 

各法人の「寄附者名簿」を作成して下さい。 

 

 

 

 

 

 

【寄附者名簿の記載方法イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注） 「寄附者名簿」には、①寄附金受領年月日②寄附者氏名③住所・所在地・④受領寄附金額の

全てが記載してある必要があります。住所・所在地を、「寄附者名簿」本体に記載せず、別途の

資料として作成・保存している場合には、当該資料も添付して下さい。 

 

○ 実績判定期間内に 3,000 円以上の支出をした寄附者について、要件を確実に満たせる場合には、

必ずしも全てを記入いただく必要はありません。ただし、税額控除の対象となる旨の証明を受けた学

校法人が別途作成し、事務所に備え置くことが求められている寄附者名簿については、全ての寄附

者（法人・個人・現物・現金寄附者）が含まれる名簿を作成する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 に記載の要件を明らかにするために、「寄附者名簿」について、寄附者の中に以下の者がいる場

合には、寄附者名簿内で分かるように記載してください。 

① 法人の役員（理事、監事及び清算人等）及びこれと生計を一にする者 

② 他の寄附者と生計を一にする者 

        

※ 行政庁において、寄附者数のカウントに当たっては、「備考」

欄が黄色の者は含まずにカウントします。（例えば、【寄附者名

簿の記載方法イメージ】においてカウントされる寄附者は、６

人となります。） 
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寄附件数のカウント方法の原則 

○ 個人及び法人からの寄附を 1件としてカウントします。 

○ 同一の法人や個人からの複数回の寄附が、複数の事業年度にまたがる場合には、それぞ

れの事業年度ごとに 1件ずつカウントします。 

○ 寄附者本人と生計を一にする者はまとめて 1件としてカウントします。 

※ ある事業年度において、2,000 円の寄附金を支出した者と生計を一にする配偶者・親子から

1,000 円の寄附があった場合には、これらを合算し 「1 人から 3,000 円」の寄附としてカウント

します。 

○ 要件 1 の判定に用いる寄附者は、寄附者の氏名・名称、住所・所在地が明らかなものに限

ります。 

カウントできないケース 

○ 匿名の寄附 

○ 法人格のない任意団体からの寄附 

※同窓会や後援会等は、法人格を持たない場合がありますので、御留意ください。 

※法人格を持つ同窓会や後援会等が複数の寄附者からの寄附をまとめて学校法人に寄附し

た場合、寄附者は当該法人 1人（1法人）としてカウントしてください。 

○ 申請する法人の役員である者及びその役員と生計を一にする者からの寄附 

※「法人の役員」とは、理事、監事及び清算人を指します。評議員や教職員は、評議員や教職

員の中から役員として選出された者については、学校法人の役員として当該寄附者のカウン

トから除外する必要があります。 

○ 支店の名義での寄附 

○ 入学時の寄附 

※入学時の寄附金とは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その

納入がない限り入学を許されないこととするものその他当該入学と相当の因果関係があるも

のをいいます。 

※入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したものは、原

則として、入学時の寄附金とみなされますので、カウントに入れないように御留意ください。 

※入学決定後に募集開始のもので、新入生以外の者と同一の条件で募集されるものは除かれ

ます。 

1 件としてカウントするケース 

○ 個人及び法人からの寄附 

○ 同一事業年度において合計 3,000 円以上の寄附 

※同じ事業年度内に、同一の法人や個人から複数回に分けて寄附金を受け取った場合、一度

の寄附金額が 3,000円に満たない場合であっても、1件としてカウントします。 

○ 現物による寄附（時価による価格でカウント） 

○ 任意団体からの寄附のうち、代表者の名義の寄附 

※任意団体からの寄附のうち、寄附者の氏名、住所、寄附年月日及び寄附金額が確認できる

場合には、個々の寄附者ごとに 1件としてカウントします。 

※この場合、「寄附者名簿」には任意団体ではなく、個々の寄附者の氏名を記載してください。 
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(２) ＜絶対値要件（要件 1）＞の場合：（その 2）絶対値要件（要件 1）チェック表の作成 

「絶対値要件（要件 1）チェック表」を用いて、必要事項を明記のうえ作成してください。 

以下の留意事項について、次頁と照らして御確認ください。 

 

＜作成手順＞ ： 黄色のセルに、必要事項を記入ください。 

⑴ 概要欄（必須） 

※「実績判定期間における月数」について、実績判定期間内に 1 ヶ月に満たない端数が生じた

場合は、その期間は 1 ヶ月として計算してください。 

例）新設の学校法人で、実績判定期間が 3 年 5 ヶ月 3 日である場合 

12 ヶ月 × 3 ＋ 5 ヶ月 ＋ 1 ヶ月（3 日の端数）＝42 ヶ月 

 

⑵ 入力項目１（必須） 

※必ず数値のみを入力してください。（単位は、数値入力後自動で表示されます。） 

 

⑶ 入力項目２（該当する場合、当該事業年度についてのみ記載） 

［記載が必要となる法人］ 

設置する学校等の定員等の総数が 5,000人未満の事業年度がある場合 

 

⑷ 最終確認 

要件チェック欄の、「判定基準寄附者数（年平均）」 および 「寄附金額（年平均）」 について 

・いずれか（または両方）のセルが赤く表示されている場合 ⇒ 要件 1 を満たしていません。 

・両方のセルが青く表示されている場合 ⇒ 要件 1を満たしています。 

※両方のセルが青く表示された状態で御提出ください。 

数値を入力しても空欄のままとなる場合は、必要項目が未入力の可能性があります。 
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(３)＜相対値要件（要件 2）＞の場合：（その 1）寄附者名簿の作成 

各法人で作成されている「寄附者名簿」を以下の方法により準備して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【寄附者名簿の記載方法イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） なお、この要件を満たすかどうかの確認のために作成した「寄附者名簿」を、租税特別措置法施

行令第 26条の 28の 2 第 1項第 2号ハに規定する「寄附者名簿」とすることも可能です。但し、「寄

附者名簿」は各事業年度終了の翌日以後 3 ヶ月までの間に主たる事務所の所在地に備え置き、5

年間保存することが必要です（租税特別措置法施行規則第 19 条の 10 の 5 第 4 項）ので、証明を

受けた翌事業年度からは、新しい寄附者名簿を作成する必要があります。 

P9 に記載の要件のうち、「一者当たりの基準限度超過額」を明らかにするために、「寄附者名簿」につ

いて、記録されている寄附金について、以下の作業を行って下さい。 

① 受入寄附金総額×1/10の額を算出します。 

② 受入寄附金総額×1/10の額を超える寄附金を選択します。 

③ ①で選択した寄附金欄の横に「基準限度額」・「一者当たりの基準限度超過額」の欄を作成しま

す。 

④ 「基準限度額」欄に、①で算出した額を記入します。 

⑤ 「基準限度超過額」の欄に「寄附金額」－「④基準限度額」の額を記入します。 

受領年月日 寄附者 住所 受領額 基準限度額 基準限度超過額

1 H23.1.2 ○○　○○ 東京都港区○○ ¥10,000
2 H23.1.3 ××　×× 東京都港区○○ ¥24,000
3 H23.1.4 △△　△△ 東京都港区○○ ¥4,000
4 H23.1.5 □□　□□ 東京都港区○○ ¥100,000,000 ¥60,000,000 ¥40,000,000
5 H23.1.6 ▽▽　▽▽ 東京都港区○○ ¥3,000
6 H23.1.7 ◇◇　◇◇ 東京都港区○○ ¥5,000
7 H23.1.8 △△　▲▲ 東京都港区○○ ¥50,000
8 H23.1.9 ××　◎◎ 東京都港区○○ ¥10,000
9 H23.1.10 ■■　△△ 東京都港区○○ ¥3,000

○「受領額」欄で、「受入寄附金総額×1/10の額」を上回る欄を探します。 

○その欄の横にある「基準限度額」欄に「受入寄附金総額×1/10の額」を

記入します。 

 ※寄附者が特定公益増進法人である場合には、「受入寄附金総額×５

/10の額」を記入します。 

 

○【「受領額」－「基準限度額」】で算出した額を「基準限度超過額」欄

（P1の②）に記入します。 

⇒ 「基準限度超過額」欄に記入した額の合計値が、＜チェック表＞

の「一者当たりの基準限度超過額」欄に記載する額となります。 



 

  
16 

 
  

（４）＜相対値要件（要件 2）＞の場合：（その 2）必要項目の数値の確認 

 以下の項目を、過去の計算書類を参照しながら確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜各項目についての解説・注意事項等＞ 

受入寄附金総額 事業活動収支計算書における（大科目）「寄付金」の 

全額と、（大科目）「その他の特別収入」（小科目）「施

設設備寄付金」及び（大科目）「その他の特別収入」

（小科目）「現物寄付」の合計額。 

一者当たりの基準限度超過額 「寄附者名簿」を基に、以下の計算を行ってくださ

い。 

同一の者からの寄附金額のうち、受入寄附金総額の

10分の 1を超える部分の金額。 

（ただし、特定公益増進法人・認定 NPO 法人から

の寄附金は、同一の法人からの寄附金額のうち、受

入寄附金総額の 10分の 5を超える部分の金額。） 

寄附者の氏名又は名称が明らかなものの

うち、同一の者からの寄附金で、その合

計額が 1,000円未満のものの額 

「寄附者名簿」を基に、以下の計算を行ってくださ

い。 

実績判定期間内において、ある者から受け入れた寄

附金の合計額が 1,000 円に満たないものがある場

合の合計額。 

総収入金額 事業活動収支計算書における「事業活動収入」の額。 

国等からの補助金等の額 事業活動収支計算書における（大科目）「経常費等補

助金」及び（大科目）「その他の特別収入」（小科目）

「施設設備補助金」のうち、以下に該当するもの。

国等（国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げ

る独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、

大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国

際機関）からの補助金その他国等が反対給付を受け

ないで交付するもの。 

各項目は、監事（私立学校振興助成法第 14 条の適用がある法人については、公認会計士又は監査

法人）の監査を経て、理事会での承認決議を受けた計算書類により、数値を確認して下さい。 

「相対値要件（要件 2）」で申請する場合には、直近に終了した事業年度に係る計算書類について理事

会での承認を受けた後（私立学校振興助成法第 14 条の適用がある場合は、所轄庁へ提出した後）

に税額控除に係る証明申請を行っていただくこととなります。 

例）4月 1日から翌年 3月 31日までが事業年度の法人の場合、例えば、6月 20日に理事会の承認を

経て、6 月 23 日に所轄庁へ事業報告等を提出した場合、6 月 23 日以降に申請することができま

す。 
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※日本私立学校振興・共済事業団からの直接・間接

の補助金は「国等」には含まれませんので注意して

ください。※日本私立学校振興・共済事業団からの

直接・間接の補助金は「国等」には含まれませんの

で注意して下さい。 

委託の対価としての収入で国等から支払

われるものの金額 

「国等」の範囲については、「国等からの補助金等の

額」と同様です。 

法律等の規定に基づく事業で、その対価

を国又は地方公共団体が負担することと

されている場合の負担金額 

法律又は政令の規定に基づき行われる事業で、その

対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき

者に代わり、国又は地方公共団体が負担することと

されている場合のその負担部分。 

資産の売却収入で臨時的なものの金額 固定資産・有価証券等（棚卸資産を除く）の譲渡で、

臨時的な資産の譲渡金額。（事業活動収支計算書の

（大科目）「資産売却差額」から（大科目）「資産処

分差額」及び（大科目）「その他の特別支出」（小科

目）「災害損失」を控除した額） 

遺贈により受け入れた寄附金等のうち、

基準限度超過額に相当する金額 

遺贈（贈与者の死亡により効力を生じる贈与を含む） 

により受入れた寄附金、租税特別措置法第 70 条第

1 項に規定する贈与により受入れた寄附金その他贈

与者の被相続人に係る相続の開始のあったことを知

った日の翌日から 10 か月以内に当該相続により当

該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与

者からの贈与（贈与者の死亡により効力を生ずる贈

与を除く）により受け入れた寄附金のうち、一者当

たり基準限度超過額に相当する部分。 
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(５)＜相対値要件（要件 2）＞の場合：（その 3）相対値要件(要件 2)チェック表 

「相対値要件（要件 2）チェック表」を用いて、必要事項を明記のうえ、作成してください。 

 

＜作成手順＞ ： 黄色のセルに、必要事項を記入ください。 

（水色セルは、自動計算。） 

⑴ 必須事項を入力ください。（各数値の確認方法は、前頁を参照。） 

※数値を入力する欄は、必ず数値のみを入力してください。（単位は、数値入力後自動で表示されま

す。） 

※印刷する際は、上図の赤破線で囲まれた範囲のみ出力されます。 

⑵ 最終確認 

ページ下部の＜判定式＞が、20％を超えている（＝要件 2を満たしている）ことを御確認ください。 
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3.申請書（かがみ文書）の作成＜絶対値要件（要件 1）＞・    
＜相対値要件（要件 2）＞共通 
ここでは、法人名称等の基本情報とともに、申請する要件の選択・実績判定期間の記入・添付書類の 

チェックを行って下さい。以下の赤字箇所が、御記入いただく必要のある項目です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） ○ 「□」項目については、該当するものを「■」に変えて下さい。 

○ 申請要件は、＜絶対値要件（要件 1）＞または＜相対値要件（要件 2）＞のいずれか一つ

のみを選択して下さい。 

○ 実績判定期間については、P4を御確認下さい。 

○ 月日は、事業年度にあわせて記載して下さい。（事業年度が 4 月 1 日から 3 月 31 日の法

人が、実績判定期間を 1月 1日から 12月 31 日とすることはできません。） 

○ 設立登記年月日は、申請する学校法人の法人格が登記された日を記載してください。すな

わち、法人の合併や、準学校法人から学校法人への移行の場合には、合併や移行の登記

を行った日となります。法人の名称が変更した場合は、旧名称の法人の設立登記日となりま

す。 

  ○ 申請文書は公文書になりますので、押印が必要となります。 

 

三重県知事 ○○ ○○ あて 
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4.   申請する 
絶対値要件（要件 1）・相対値要件（要件 2）のどちらで申請するかにより、それぞれ下記の書類をご

提出ください。 

＜絶対値要件（要件 1）＞の場合 

以下の書類を所轄庁（三重県知事）の窓口に郵送にて提出して下さい。 

また、あわせて、下記書類のうち①寄附者名簿及び②チェック表については、エクセル形式のも

のを、文部科学省私学行政課アドレスまで、メールにてお送りください。 

① 寄附者名簿（要件 1）(様式) 

② 絶対値要件（要件 1）チェック表(様式) 

③ 実績判定期間内に、設置する学校等の定員等の総数が 5000人未満の事業年度がある場合は、

設置する学校等の定員等が分かる資料（現行の学則、園則等） 

  ※実績判定期間内に定員等の増減に伴う学則の変更があった場合は、当該学則も送付して下

さい。 

④ 実績判定期間内に、公益目的事業費用等の額の合計額が 1億円未満の事業年度がある場合は、

当該事業年度の公益目的事業費用等の合計額がわかる資料（事業活動収支計算書等） 

 

＜相対値要件（要件 2）＞の場合 

   以下の書類を所轄庁（三重県知事）の窓口に郵送にて提出してください。 

また、①寄附者名簿及び②チェック表については、エクセル形式のものを、三重県担当課（下記）

まで電子メールにて送付してください。 

 

① 寄附者名簿（要件 2）(様式) 

② 相対値要件（要件 2）チェック表(様式) 

③ 受入寄附金総額や総収入金額がわかる財務諸表等 

（チェック表の必須以外の項目を記入している場合は、各金額がわかる計算書類等） 

 

 所轄庁（三重県知事）の窓口（下記の A、B、Cで窓口が異なりますのでご注意下さい） 

所在地 〒514-8570 三重県津市広明町１３番地 

 

A 小学校、中学校、高等学校を設置する学校法人 

  三重県環境生活部私学課私学班 （Tel. 059-224-2161）（E-mail sigaku@pref.mie.lg.jp） 

B A以外で幼稚園を設置する学校法人 

  三重県子ども・福祉部子どもの育ち支援課幼保サービス支援班 

（Tel. 059-224-2268）（E-mail youhoqa@pref.mie.lg.jp） 

C 専修学校、各種学校のみを設置する学校法人 

  三重県環境生活部私学課私学班 （Tel. 059-224-2161）（E-mail sigaku@pref.mie.lg.jp） 
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IV 証明を受けた後に必要なこと 
１. 証明の有効期間について 
  税額控除に係る証明は、所轄庁から証明を受けた日から 5年間です。 

 例：令和 3 年 5 月 1 日に税額控除に係る証明を受けた場合の有効期間は、令和 3 年 5 月 1 日か

ら令和 8年 4月 30日までとなります。 

 

２. 税額控除の適用開始時期について 
証明を受けた日以降に支出された個人からの寄附金が税額控除の対象となります。 

 

３. 証明を受けた後に閲覧に供する必要のある書類 
P10にある様に、絶対値要件（要件1）・相対値要件（要件2）のどちらで申請するかに関わらず、税額

控除対象法人となった後は、以下の書類を主たる事務所に備え付け（※1）、閲覧の請求があった場合

には、正当な理由（※2）がある場合を除き、閲覧に供する必要があります（租税特別措置法施行令第

26条の 28の 2第 1項第 2号ロ）。 

これらの書類は、学校法人会計基準等に基づき書く学校法人が既に作成している書類を用いること

も可能ですが、⑤⑥⑦については別添の様式例も参考にして下さい。 

なお、下記書類のうち、事業年度ごとに作成されるもの（③⑤⑥⑦）については、直近の事業年度 

の書類のみを閲覧に供すれば足ります。これらの書類は、毎会計年度終了後 2 ヶ月以内に作成し、閲

覧に供することができる状態にしてください。 

※1 該当する項目がない場合であっても、該当がない旨の書類を作成してください。 

※2 どの様なケースが「正当な理由がある場合」に該当するかについては、個別具体的な判断が必要

になりますが、例えば、閲覧請求者がその情報を不法・不正に利用することが明らかな場合や、

公開すべきでない個人情報が含まれる場合等が考えられます。 

① 私立学校法第 30条第 1 項に規定する寄附行為 

② 同法第 35条第 1項に規定する役員の氏名・役職を記載した名簿 

③ 同法第 47 条第 2 項に規定する財産目録等（財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、

監査報告書） 

④ 役員・従業員給与支給規程（非常勤職員も含め、原則として全て公開する必要があります。） 

⑤ 寄附者に関する事項（様式例あり） 

(1)役員(2)役員と親族関係を有する者(3)役員と特殊の関係にある者からの一事業年度における受

入寄附金の合計額が 20 万円以上である場合には、当該寄附金支出者の氏名、寄附金の額、受領

年月日 

⑥ 支出した寄附金の額、相手先、支出年月日（様式例あり） 

支出寄附金の定義は、学校法人会計上「寄附金」として計上される支出を原則とし、寄附の支出先

が例え慈善活動等を行う法人であっても、全て閲覧に供する必要があります。 

⑦ 寄附金を充当する予定の具体的な事業内容を記載した書類（様式例あり） 

また、閲覧に供する義務はありませんが、実績判定期間内の日を含む事業年度ごとに寄附者名簿

を作成し、各事業年度終了の日の翌日以後 3 ヶ月までの間に主たる事務所の所在地に備え置き、5
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年間保存しなければなりません。（租税特別措置法施行令第 26条の 28の 2第 1項第 2号ハ及び租

税特別措置法施行規則第 19 条の 10の 5第 4項） 

なお、証明書申請の際に作成した寄附者名簿を、本寄附者名簿とする事も可能ですが、証明を受け 

た翌事業年度からは、新しい寄附者名簿を作成する必要があります。 


